
小国地域生活交通について

1 小 国生活交通運行開始に向けて

平成 24年 2月 21日 (火)

地域委員会資料

小国支所産業建設課

日付 項 目 内容

平成 23年 6月 20日
第 1回地域公共交通協議会

小国地域分科会

新体制における事業計画について

平成 23年 8月 20日
第2回地域公共交通協議会

小国地域分科会

事業計画、バス停の取扱、地域説明会について

平成 23年 9月～10月 地域説明会 11日間 14会場で実施

平成 23年 11月 28日
第3回地域公共交通協議会

小国地域分科会

事業計画(案)に関する協議、調整

平成 23年 12月 5日 第 2回地域公共交通協議会 事業計画 (案)の 報告

平成 24年 2月 新潟陸運支局への申請

大貝線…特定非営利活動法人MTNサ ポー トによる

自家用自動車有償運送(過疎地有償運送)

※道路運送法第 79条 による登録

八王子 ・法末線…小千谷タクシー株式会社による乗合

タクシー

※道路運送法第 21条第 2項 による許可

平成 24年 2月 15日
第4回地域公共交通協議会

小国地域分科会

国への申請状況、停留所の設置、三者協定、事業収支

計画(案)について報告

平成 24年 3月 中旬

運行の登録、許可
過疎地有償運送の登録 (2年更新)

乗合旅客運送の許可 (1年間)

運行車両、停留所の準備
過疎地有償運送事業に使用するマイクロバス納車

停留所(33箇所)標識の作成、設置

利用者への周知
総代文書でパンフレットを全戸配布

支所だよりで進捗状況を周知

平成 24年 4月 運行開始 4/2～ 運行開始(運行開始剣

運行体制につしヽて

(1)三者の役割

①MTNサ ポート : 小 国地域生活交通の適切な運営、管理に関すること

小国コミュニティバス (大貝線)の 運行

○小千谷タクシー株式会社 i 小 国乗合タクシー (八王子 ・法末線)の 運行

①長岡市        i 小 国地域生活交通の運営に係る補助金の交付

運営 ・運行に関する適切な助言または指導

(2)三者協定

小国地域生活交通の運営、運行に関する役割などに関する協定を三者間で締結し、協定に基づき、運

行経費から運賃収入を差し引いた不足分を市が補助します。

現段階で、市が支払う補助金額は平成23年度委託契約額 (15,000千円)程 度になる試算です。

3 来 年度以降の小国地域分科会の体制について

平成21年度に小国地域生活交通検討委員会を立ち上げ、小国南部地域バス (福祉バス)の 有料化と地域

主体による運行形態について検討を行い、今年度で一定の方向性を出すことができました。

今後は、生活交通について、地域住民とより緊密な連携を図っていくことを目標として、分科会の構成

員は、地域住民を主とするものにしたいと考えています。


